
区分 氏名 所属 役職

1 学識経験者 森田　啓之 兵庫教育大学大学院 教授

2 市内のスポーツ団体代表者 西山　孝彦 西脇市スポーツ協会 副会長

3 市内のスポーツ団体代表者 藤原　健二 西脇市スポーツ少年団 副本部長

4 市内のスポーツ団体代表者 森脇登志子 西脇市スポーツ推進委員会 会長

5 市内のスポーツ団体代表者 藤井　文則 スポーツクラブ21ひょうご西脇市連絡協議会 会長

6 市内の文化団体代表者 熊原　幹恵 西脇市文化連盟 会計

7 市内の文化団体代表者 杉本　昌謙 西脇市吹奏楽団 団長

8 市内の文化団体代表者 藤原　廣幸 西脇市美術協会 会長

9 学校関係者 新保　安章 西脇市中学校校長会・西脇市中学校体育連盟 会長

10 学校関係者 田口　久雄 西脇市小学校校長会 代表

11 学校関係者 永井　達也 西脇市中学校運動部活動教職員 中体連理事長

12 学校関係者 阿部　千裕 西脇市中学校文化部活動教職員 南中吹奏楽顧問

13 学校関係者 小宿　義幸 部活動指導員

14 保護者の代表者 東田 美紀 西脇市ＰＴＡ連合会 副会長(南中PTA会長)

15 保護者の代表者 青田 和成 西脇市ＰＴＡ連合会 理事(比小PTA会長)

1 事務局 遠藤　一博 西脇市教育委員会 教育長

2 事務局 高橋　芳文 西脇市教育委員会教育管理部 部長

3 事務局 長谷川　広幸 西脇市教育委員会教育管理部生涯学習課 課長

4 事務局 冨原　幹男 西脇市教育委員会教育管理部生涯学習課 課長補佐

5 事務局 池田　智幸 西脇市教育委員会教育管理部生涯学習課 主査

6 事務局 松田　一郎 西脇市教育委員会教育管理部生涯学習課 コーディネーター

7 事務局 足立　英則 西脇市教育委員会教育創造部 部長

8 事務局 宮下　晋一 西脇市教育委員会教育創造部学校教育課 主幹

9 事務局 達可　健太朗 西脇市教育委員会教育創造部学校教育課 主査

令和６年度　西脇市学校部活動地域移行検討会議委員
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西脇市学校部活動地域移行検討会議開催要領  

 

 

１  趣旨  

この要領は、西脇市学校部活動地域移行検討会議（以下「検討会

議」という。）の開催に関し、必要な事項を定めるものとする。  

 

２  所掌事務  

 検討会議は、次に掲げる事項を所掌する。  

⑴  学校部活動の現状の分析及び課題の検討に関すること。  

⑵  学校部活動の地域移行に係る仕組みづくりに関すること。  

⑶  学校部活動及び地域クラブ活動の在り方、運営方法等に関す  

ること。  

⑷  その他検討会議が必要と認める事項  

 

３  組織  

 検討会議は、次に掲げる者をもって組織する。  

⑴  学識経験のある者  

⑵  市内のスポーツ団体を代表する者  

⑶  市内の文化団体を代表する者  

⑷  学校関係者  

⑸  保護者を代表する者  

⑹  その他西脇市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が特

に必要と認める者  

 

４  委員長及び副委員長  

⑴  検討会議に委員長及び副委員長を置く。  

⑵  委員長は学識経験のある者を、副委員長は学校関係者をもって

充てる。  

⑶  委員長は、会務を総理し、検討会議を代表する。  

⑷  副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠け

たときは、その職務を代理する。  

 

５  会議  

⑴  検討会議の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、

委員長が選任される前においては、教育長が招集する。  

⑵  会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。  

⑶  委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を

出席させ、意見を聴くことができる。  

資料  ２  



 

６  専門部会  

⑴  委員長は、専門的な事項について調査及び検討するため、必要

に応じて検討会議に専門部会を置くことができる。  

⑵  専門部会は、委員長が指名する委員をもって組織する。  

 

７  庶務  

 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。  

 

８  その他  

 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。  

 

附  則  

 この要領は、令和６年７月１日から施行する。  

 



西脇市部活動地域移行検討会議

中学校部活動の
地域移行について

R6.7.1 西脇市教育委員会

資料 ３



1

１ なぜ部活動の地域移行？

２ 部活動の位置づけ
３ 今回の部活動改革の背景
４ 地域移行に向けた国の動き
５ 地域移行のイメージ
６ 西脇市の動き
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（1）少子化

全国の例
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（1）少子化

少子化により(全国的に)

・学校部活動を従前と同様の体制で運営することは困難

・学校や地域によっては存続が厳しい状況

西脇市の例
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（2）学校の働き方改革
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（2）学校の働き方改革

子どもたちと向き合う時間を確保し、

子どもたちの教育をますますよくする必要
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１ なぜ部活動の地域移行？

２ 部活動の位置づけ

３ 今回の部活動改革の背景
４ 地域移行に向けた国の動き
５ 地域移行のイメージ
６ 西脇市の動き
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２ 部活動の位置づけ

●学習指導要領

・部活動は、生徒の自主的、自発的な参加により

行われるもの

・学校教育の一環（教育課程外）

⇒ ・次回の改訂において、中学校学習指導要領の総則における

部活動に係る規定を、見直すことも検討する必要がある。

・今後、部活動はどの学校においても必ず設置・運営

されるものではなくなることも考えられる。

●学校における働き方改革に関する緊急対策

・部活動は、学校の業務だが必ずしも教師が担う

必要のない業務
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１ なぜ部活動の地域移行？
２ 部活動の位置づけ

３ 今回の部活動改革の背景

４ 地域移行に向けた国の動き
５ 地域移行のイメージ
６ 西脇市の動き
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３ 今回の部活動改革の背景

様々な課題

・部員数不足で、団体戦に出られない、練習試合ができない

・やりたい部活が学校にない

・専門的な指導が受けられない（顧問が専門外）

その解決策として西脇市では（R5年度）

・合同チーム(野球、バレー(女子)、サッカー)

・部活動指導員７人、部活動指導者（外部指導者）２人

・ノー部活デー（全校平日1日、休日1日）
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３ 今回の部活動改革の背景

部活動指導員の制度化(H29.4.1)

部活動指導者

部活動指導員 (外部指導者)
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３ 今回の部活動改革の背景

【部活動指導員】

学校教育法施行規則に基づき学校設置者が雇用する正規の職

員で、部活動の顧問となることが可能。

【部活動指導者(外部指導者)】

部活動指導員以外の指導者で、学校設置者との雇用関係によ

らず、学校外の指導者等との連携・協力関係のもと、部活動

の指導に加わってもらう方のことを指す。外部指導者の報酬

の有無や条件、待遇の取扱いは、各学校設置者や学校の判断

となる。外部指導者は、部活動指導員と比べて柔軟な活用が

可能だが、適切な外部指導者の採用や必要な研修の実施等に

ついては、各学校設置者や学校の責任において、判断。
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3 今回の部活動改革の背景

しかし、根本的に変わってこなかった（変われなかった）

部活動が、

●予想を上回る少子化により、

「学校単位」での活動が一層難しくなった

（合同チームは対処療法でしかない）

●働き方改革により、教師の働き方の見直しが急務

⇒部活動改革が加速（待ったなしの状態に）‼
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１ なぜ部活動の地域移行？
２ 部活動の位置づけ
３ 今回の部活動改革の背景

４ 地域移行に向けた国の動き

５ 地域移行のイメージ
６ 西脇市の動き
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（1）学校の働き方を踏まえた部活動改革(R2.9)
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（2）在り方等に関する総合的なガイドライン
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（3）具体的な課題

◆学校外の誰が面倒を見るのか

・人材（指導者）の確保は？

・「量」と「質」は？

・学校との連携は？

◆費用や財源はどうか

・すべて受益者（中学生・保護者）負担なのか

・自治体としてどのような財源確保、負担？

◆運営はどうするのか

・移動手段や練習場所は？

・中体連との関係は？
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１ なぜ部活動の地域移行？
２ 部活動の位置づけ
３ 今回の部活動改革の背景
４ 地域移行に向けた国の動き

５ 地域移行のイメージ

６ 西脇市の動き
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５ 地域移行のイメージ
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５ 地域移行のイメージ
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５ 地域移行のイメージ
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５ 地域移行のイメージ
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１ なぜ部活動の地域移行？
２ 部活動の位置づけ
３ 今回の部活動改革の背景
４ 地域移行に向けた国の動き
５ 地域移行のイメージ

６ 西脇市の動き
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（1）全国自治体の動き スポーツ庁R6.1資料
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（1）全国自治体の動き スポーツ庁R6.1資料



R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度～

計画期間

移行

検討会議

土日移行計画期間（～令和9年度）

環境整備
・ヒアリング
・マッチング

土日順次移行
(R9総体終了まで)

平日完全移行
への取り組み

（2）西脇市のスケジュール

25

↑コーディネーター着任（R6.4）

・運営団体や実施主体と中学校の連絡調整

・学校、指導者、教委との情報共有

・検討会議の運営

設置・運営



地域クラブ活動

運営主体
地域の登録団体
総合型スポーツクラブ等

指導者
地域の指導者
希望する教員

参加者 校区の枠にとらわれない設定

活動場所 学校施設・地域の諸施設

費用負担 受益者負担

保険 スポーツ安全保険

（3）西脇市の最終運営目標（平日・休日）（案）

26

学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的な

ガイドライン（令和４年12月：スポーツ庁・文化庁）に則した設定



・現状と課題
・あり方の検討

検討会議

・生徒の実態把握
・部活のあり方検討
・生徒の意思決定
・保護者への説明

学校

・受け皿の発掘
・送迎の検討
・費用負担の検討
・指導者への謝金

・部活動の地域連携
・指導希望教職員の確保
・指導方法の調整
・部活指導員の配置

学校教育課生涯学習課

・指導員の派遣
・活動の場の提供
・運営主体としての組織

協会・団体・
民間

専門的知見者

PTA

（4）部活移行主な役割のイメージ
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地域側
会議

学校側
会議



男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 総体 新人

合計 165 152 317 156 172 328 163 148 311 484 472 953

1 西 男女 1 軟式野球 7 0 7 7 0 7 5 0 5 19 0 19

2 東 男女 1 軟式野球 4 0 4 4 0 4 2 0 2 10 0 10 黒・南 (黒・南)

3 南 男女 1 軟式野球 6 0 6 1 0 1 3 0 3 10 0 10 黒・東 (黒・東)

4 黒 男女 1 軟式野球 6 0 6 4 0 4 2 0 2 12 0 12 東・南 (東・南)

3 南 女 2 ソフトボール 5 5 5 5 5 5 0 15 15

4 黒 女 2 ソフトボール 2 2 7 7 2 2 0 11 11

1 西 男 3 バレーボール 10 10 9 9 12 12 31 0 31

3 南 男 3 バレーボール 18 18 4 4 9 9 31 0 31

2 東 女 3 バレーボール 3 3 4 4 2 2 0 9 9

3 南 女 3 バレーボール 12 12 11 11 14 14 0 37 37

4 黒 女 3 バレーボール 6 6 11 11 5 5 0 22 22 東中

1 西 男 4 ソフトテニス 2 2 11 11 9 9 22 0 22

2 東 男 4 ソフトテニス 6 6 5 5 3 3 14 0 14

3 南 男 4 ソフトテニス 16 16 9 9 11 11 36 0 36

4 黒 男 4 ソフトテニス 4 4 8 8 1 1 13 0 13

1 西 女 4 ソフトテニス 7 7 5 5 8 8 0 20 20

2 東 女 4 ソフトテニス 5 5 4 4 3 3 0 12 12

3 南 女 4 ソフトテニス 20 20 21 21 18 18 0 59 59

1 西 男 5 卓球 4 4 7 7 8 8 19 0 19

3 南 男 5 卓球 11 11 7 7 11 11 29 0 29

1 西 女 5 卓球 1 1 5 5 3 3 0 9 9

1 西 男女 6 剣道 0 4 4 1 0 1 1 4 5 2 8 10

3 南 男女 6 剣道 1 2 3 2 3 5 4 3 7 7 8 15

1 西 男女 7 陸上競技 7 6 13 9 4 13 18 5 23 34 15 49

3 南 男女 7 陸上競技 7 9 16 17 11 28 6 8 14 30 28 58

4 黒 男女 7 陸上競技 0 2 2 2 3 5 6 1 7 8 6 14

3 南 男女 8 サッカー 5 2 7 8 1 9 8 2 10 21 5 26 (黒中)

4 黒 男女 8 サッカー 0 2 2 2 0 2 7 0 7 9 2 11 (南中)

西脇市立中学校部活動所属人数

令和６年５月２日現在（西脇市中学校部活動状況調査より）

学
校

男
女

種
目
等

合同チーム等学
校

２年生 ３年生 合　計
種目等

１年生
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男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 総体 新人

西脇市立中学校部活動所属人数

令和６年５月２日現在（西脇市中学校部活動状況調査より）

学
校

男
女

種
目
等

合同チーム等学
校

２年生 ３年生 合　計
種目等

１年生

1 西 女 9 バスケットボール 6 6 8 8 10 10 0 24 24

1 西 男女 10 吹奏楽 4 8 12 1 6 7 4 2 6 9 16 25

2 東 男女 10 吹奏楽 1 0 1 0 3 3 3 0 3 4 3 7

3 南 男女 10 吹奏楽 3 14 17 3 25 28 0 18 18 6 57 63

4 黒 男女 10 吹奏楽 0 8 8 1 9 10 0 6 6 1 23 24

1 西 男女 11 美術 0 5 5 2 6 8 2 3 5 4 14 18

2 東 男女 11 美術 2 2 4 2 2 4 0 2 2 4 6 10

3 南 男女 11 美術 1 10 11 0 9 9 0 5 5 1 24 25

1 西 男女 12 ベンチャー 0 1 1 0 3 3 2 0 2 2 4 6

2 東 男女 13 ボランティア 3 0 3 3 0 3 4 3 7 10 3 10

1 西 男女 99 無所属 13 2 15 4 3 7 5 2 7 22 7 29

2 東 男女 99 無所属 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2

3 南 男女 99 無所属 15 6 21 18 1 19 16 12 28 49 19 68

4 黒 男女 99 無所属 8 1 9 5 2 7 1 2 3 14 5 19



 

 

令 和 ６ 年 度 西 脇 市 学 校 部 活 動 地 域 移 行 検 討 会 議 の 予 定  

 日 程  内 容  

第 １ 回  
令 和 ６ 年  

７ 月 １ 日  

・西 脇 市 学 校 部 活 動 地 域 移 行 検 討 会 議 開

催 要 領 に つ い て  

・ 委 員 長 、 副 委 員 長 の 選 出  

・ 地 域 移 行 の 動 き に つ い て  

 （ 国 ・ 県 ・ 市 ）  

・ 今 後 の ス ケ ジ ュ ー ル に つ い て  

第 ２ 回  
令 和 ６ 年  

 ９ 月  

・ 今 後 の 課 題 や 取 組 等 に つ い て  

・ 第 １ 回 会 議 結 果 の 整 理 と 情 報 共 有  

・ 西 脇 市 内 中 学 校 の 活 動 状 況  

・ 地 域 移 行 の パ タ ー ン 例  

・ 今 後 の ス ケ ジ ュ ー ル に つ い て  

第 ３ 回  
令 和 ６ 年  

 1 2月  

・ 今 後 の 課 題 や 取 組 等 に つ い て  

・ 第 ２ 回 会 議 結 果 の 整 理 と 情 報 共 有  

・ 西 脇 市 に お け る 地 域 移 行 イ メ ー ジ  

・ 今 後 の ス ケ ジ ュ ー ル に つ い て  

 

第 ４ 回  
令 和 ７ 年  

 ２ 月  

・ 今 後 の 課 題 や 取 組 等 に つ い て  

・ 第 ３ 回 会 議 結 果 の 整 理 と 情 報 共 有  

・ 令 和 ７ 年 度 の 予 定 に つ い て  

   

資 料  ５  


